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第
二
章 

戦
国
期
に
お
け
る
太
宰
府
天
満
宮
留
守
職
に
つ
い
て 

  

は
じ
め
に 

   

菅
原
道
真
を
祀
る
太
宰
府
天
満
宮
の
創
建
は
、
そ
の
門
弟
で
あ
る
味
酒
安
行
が
道
真
の
た
め
に
祠
廟
で
あ
る
天
満
宮
と
御
墓
寺
で
あ
る
安
楽
寺
を
建
立
し
た
こ
と

か
ら
始
ま
る
１

。
ゆ
え
に
天
満
宮
と
安
楽
寺
は
神
仏
習
合
の
中
で
、
天
満
宮
安
楽
寺
と
し
て
、
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
ま
で
一
体
化
し
た
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
そ

し
て
そ
の
組
織
は
、
安
楽
寺
別
当
職
が
中
心
と
な
っ
て
統
率
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
に
は
、
道
真
の
孫
に
あ
た
る
平
忠
が
安
楽
寺
別
当
に
任

命
さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
に
安
楽
寺
別
当
は
菅
原
氏
の
氏
人
か
ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
は
、
菅
原
氏
の
長
者
に
よ
る
補
任
で
あ
っ
た
が
、
准
官
寺
で
あ

る
定
額
寺
に
昇
格
す
る
こ
と
で
官
符
に
よ
る
任
命
と
な
っ
て
い
く
。
以
降
南
北
朝
時
代
に
至
る
ま
で
三
十
六
代
の
別
当
が
任
命
さ
れ
た
が
、
平
安
末
期
に
な
る
と
九

州
に
下
向
す
る
こ
と
な
く
、
目
代
に
よ
っ
て
寺
務
が
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
南
北
朝
期
に
は
留
守
職
が
置
か
れ
、
別
当
家
の
流
れ
を
組
む
大
鳥
居
・

小
鳥
居
両
氏
を
中
心
に
御
供
屋
・
執
行
坊
・
浦
坊
の
五
別
当
に
よ
り
太
宰
府
天
満
宮
の
経
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
２

。
初
期
に
、
別
当
が
氏
長
者

の
補
任
を
受
け
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
留
守
職
も
氏
長
者
の
補
任
を
要
し
た
。
し
か
し
時
を
経
る
と
、
そ
の
補
任
形
態
も
形
骸
化
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。 

本
章
で
は
、
太
宰
府
天
満
宮
の
運
営
の
中
心
と
な
る
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
を
特
に
取
り
上
げ
、
ま
た
そ
の
時
代
的
範
囲
も
戦
国
期
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
の
両
氏

が
天
満
宮
の
中
で
ど
う
い
っ
た
動
き
を
し
て
い
た
か
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
注
目
点
な
ど
を
洗
い
出
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

  

一
、 

大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
留
守
職
を
め
ぐ
る
相
論 

   

福
岡
藩
士
で
あ
り
、
本
居
宣
長
門
下
の
国
学
者
で
も
あ
っ
た
青
柳
種
信
が
編
纂
し
た
『
筑
前
國
続
風
土
記
拾
遺
』（
以
後
『
拾
遺
』）
の
中
に
、
留
守
職
に
つ
い
て
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「
其
留
守
別
当
は
、
大
鳥
居
・
小
鳥
居
両
家
か
わ
る
が
わ
る
此
職
と
な
り
し
が
、
近
代
は
大
鳥
居
の
み
留
守
職
に
任
ず
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
３

。
近
世
以
降
、
太

宰
府
天
満
宮
（
以
後
天
満
宮
）
は
、
大
鳥
居
氏
が
中
心
と
な
り
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
還
俗
し
て
西
高
辻
と
称
し
、
現
在
の
天
満
宮
宮
司
家
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
『
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
、
留
守
職
が
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
両
氏
の
交
替
に
よ
る
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
記
載
の
通
り
、
近
代
に
至
っ
て
は
大
鳥
居
の
み

が
、
そ
の
職
を
継
承
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
が
い
か
な
る
も
の
か
は
、
天
満
宮
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

恵
良
宏
氏
は
、
南
北
朝
に
入
り
、
別
当
の
在
京
が
定
着
す
る
こ
と
で
、
安
楽
寺
で
は
留
守
別
と
し
て
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
が
そ
の
任
に
就
い
た
と
し
、
こ
の

二
氏
の
出
自
を
菅
家
出
身
で
、
十
八
代
別
当
で
あ
っ
た
善
昇
の
後
裔
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
４

さ
ら
に
恵
良
氏
は
、「
善
昇
は
祝
髪
し
て
信
員
と
号
し
別
当
と
な

っ
た
。
そ
の
嫡
子
信
証
（
昇
）
の
系
統
が
大
鳥
居
氏
を
称
し
、
二
子
信
実
が
小
鳥
居
氏
を
建
て
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
留
守
職
設
置
の
事
情
に
つ
い
て
、
正
木

喜
三
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
在
地
領
主
制
が
進
展
す
る
こ
と
で
、
天
満
宮
（
安
楽
寺
）
の
在
地
支
配
が
困
難
と
な
っ
て
い
く
状
況
に
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
克
服
の
た
め
に
強
力
な
在
地
掌
握
を
行
う
た
め
、
寺
官
に
よ
る
預
所
職
を
設
け
ら
れ
る
こ
と
で
在
地
支
配
体
制
の
再
編
成
が
な
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
正
木
氏
は
こ
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
在
地
領
主
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
下
司
職
に
寺
僧
が
進
出
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た

水
田
庄
の
大
鳥
居
信
高
が
預
所
、
下
司
職
と
し
て
実
質
的
な
荘
園
経
営
の
中
心
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
中
で
別
当
が
遥
任
さ
れ
た
結
果
、
留
守

職
が
置
か
れ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
５ 

南
北
朝
時
代
初
頭
に
は
留
守
職
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
本
来
は
留
守
職
の
設
置
や
職
掌
６

な
ど
を
詳
し
く
分
析
・
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
だ
が
、今
回
は
両
氏
の
留
守
職
を
め
ぐ
る
争
い
が
天
満
宮
内
の
動
向
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
か
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。 

『
太
宰
府
天
満
宮
所
蔵
古
文
書
目
録
』
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
「
大
鳥
居
文
書
」
と
「
小
鳥
居
文
書
」
を
概
観
す
る
と
次
の
よ
う
な
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。
７
「
大

鳥
居
文
書
」
で
は
、
戦
国
期
に
は
大
友
氏
、
天
正
期
に
は
島
津
氏
に
関
す
る
も
の
が
多
数
残
っ
て
い
る
。
対
し
て
「
小
鳥
居
文
書
」
で
は
、
大
内
氏
に
関
す
る
も
の

が
中
心
で
、
近
世
以
降
の
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
当
時
の
両
氏
の
動
き
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
論
ず
る
両
氏
の
動
き
に

対
し
て
、
一
つ
の
流
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
節
で
は
、
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
前
後
に
見
ら
れ
る
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
留
守
職
の
相
論
に

大
内
氏
が
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
た
か
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。 

  【
史
料
一 

大
内
奉
行
人
連
署
奉
書
】
８ 
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大
鳥
居
雜
掌
申
、
就 

天
滿
宮
留
守
職
事
、
可
出
對
之
由
、
先
度
被
相
催
之
處
、
無
音
之
條
、
不
可 

 
 

然
、
不
日
可
被
遂
參
決
之
由
候
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 

（
異
筆
）「
天
文
四
」 

 
 
 
 
 
 
 

卯
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

賴

（
吉
見
）

郷
（
花
押
） 
 

（
異
筆
）「
到
四
廿
一
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

興

（
弘
中
）

勝
（
花
押
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

興
（
杉
）

重
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

小
鳥
居
殿 

  

【
史
料
一
】
で
は
、
留
守
職
に
つ
い
て
「
出
対
」
と
あ
る
の
で
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
間
で
相
論
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
、
小
鳥
居
氏
が
大
鳥
居
氏

か
ら
の
催
促
を
無
視
し
て
い
る
状
態
の
よ
う
で
、
大
鳥
居
雑
掌
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
、
筑
前
守
護
で
あ
っ
た
大
内
義
隆
が
小
鳥
居
氏
に
参
決
を
命
じ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
９

両
者
で
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
義
隆
が
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
小
鳥
居
氏
は
大
鳥
居
氏
の
催
促
に
対
し
、「
無
音
」
と
い
う
態
度
に

出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
は
年
未
詳
で
あ
る
が
、『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
で
は
、【
史
料
一
】
と
同
じ
く
天
文
四
年
に
組
ま
れ
て
い
る
。 

  

【
史
料
二 

大
内
奉
行
人
連
署
奉
書
】
１
０ 

 

 

「

大

（
附
箋
）

内
家
臣 

」 

當
社
留
守
職
事
、
雖
大
鳥
居
望
申
之
、
對
長
者
家
依
仰
理
之
、
信
元

（
小
鳥
居
）

當
職
不
相
替
、 

 
上
意
忝
之
由
、 

為
御
禮
御
太
刀
一
腰
持

・
御
馬
一
疋
進
上
之
通
、
令
披
露
候
、
得
其
心
可
申
之
旨
候
、
恐
々
謹
言
、 
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五
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

興

（
吉
見
）

滋
（
花
押
） 

宗
（
杉
）

長
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

小
鳥
居
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
報 

 

【
史
料
二
】
で
は
、
大
鳥
居
氏
が
留
守
職
を
望
ん
で
い
る
が
「
對
長
者
家
依
仰
理
之
」
と
い
う
理
由
か
ら
、「
信
元
當
職
不
相
替
」
と
し
て
大
内
義
隆
が
、
小
鳥
居

氏
の
留
守
職
を
認
め
た
内
容
で
あ
ろ
う
。【
史
料
一
】
の
流
れ
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
す
で
に
小
鳥
居
信
元
は
留
守
職
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
大
鳥
居

氏
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
太
宰
府
神
社
舊
神
官
家
系
」
で
は
、
信
元
の
留
守
職
の
在
任
期
間
を
享
禄
元
年
（
一
五

二
八
）
～
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
と
し
て
い
る
。
１
１

ま
た
、
義
隆
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
了
解
の
上
で
、
大
鳥
居
氏
へ
の
対
応
と
し
て
、
小
鳥
居
氏
に
話
し

合
い
の
場
に
出
る
こ
と
を
命
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
大
内
氏
が
、
す
で
に
天
満
宮
の
留
守
職
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
正
木
氏
は
、
守
護
領
国
制
が
進
む
中
、
室
町
幕
府
の
権
威
も
衰
退
し
、
そ
の
幕
府
と
つ
な
が
る
菅
氏
長
者
家
も
動
揺
し
て
い
く
背
景
を
踏
ま
え
、
守
護
勢
力
と
の

関
係
の
中
で
、
大
鳥
居
氏
や
小
鳥
居
氏
が
長
者
家
支
配
か
ら
免
れ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
流
れ
に
関
し
て
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
に
は
、
大
内

教
弘
が
大
鳥
居
信
顕
を
留
守
職
に
補
任
し
て
い
る
の
で
１
２

、
こ
の
康
正
の
頃
に
は
大
内
氏
が
安
堵
・
補
任
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
官
氏
長
者
に
よ
る

支
配
が
形
骸
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
１
３

次
に
掲
げ
る
史
料
も
年
未
詳
で
あ
る
が
、
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
で
は
、
天
文
十
四
年
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。 

  

【
史
料
三 

大
内
義
隆
書
状
】
１
４ 

 

 

安
樂
寺
留
守
職
事
、
大
鳥
居
申
所
於
舊
儀
者
勿
論
候
、
雖
然
従
應
永
以
来
希
有
事
候
、
其
子
細
、
先 

日
令
縷
陳
之
様
候
、
於
一
統
之
時
者
、
不
及
異
論
事
候
、
近
年
之
趣
當
時
之
姿
、
粗
令
申
候
、
殊
更 

當
任
以
後
、
終
不
遂
一
禮
候
、
更
非
御
等
閑
候
也
、
義
隆

（
大
内
）

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 

三
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

義
隆

（
大
内
）
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大
鳥
居
氏
側
が
、
留
守
職
つ
い
て
「
旧
儀
」
を
持
ち
出
し
、
義
隆
に
訴
え
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
義
隆
は
、
大
鳥
居
氏
に
よ
る
「
旧
儀
」
は
認
め
て
い
る
も
の 

の
、
小
鳥
居
氏
が
留
守
職
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
応
永
以
来
「
希
有
」
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
「
旧
儀
」
が
ど
う
い

っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
お
そ
ら
く
は
留
守
職
補
任
に
関
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
【
史
料
三
】
と
同
様
、
天
文
四
年
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る.

目
代
石
見
守

助
重
が
大
鳥
居
東
に
宛
て
た
書
状
で
は
、「
安
樂
寺
留
守
職
事
ハ
、
尤
面
々
一
流
相
續
□
條
、
御
存
知
御
事
候
、
其
子
細
者
、
大
内
殿
も
能
々
被
申
候
上
者
、
不
可
有

□
何
煩
候
、
如
法
任
料
以
下
被
上
候
て
、
御
補
任
事
不
可
有
相
違
候
、
雖
代
々
事
□
、
向
後
も
御
御
無
沙
汰
時
者
、
煩
事
可
出
來
候
、
此
分
能
々
可
有
御
存
知
候
」
１
５

と
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
鳥
居
氏
が
留
守
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
「
旧
儀
」
と
い
う
も
の
が
「
一
流
相
続
」
と
対
応

す
る
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
大
内
氏
側
の
態
度
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
大
鳥
居
氏
の
留
守
職
補
任
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
承
知
の
上
で
、
小
鳥
居
氏
を
留
守
職
と

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。 

  

【
史
料
四 

大
内
奉
行
人
連
署
奉
書
】
１
６ 

 

  
 

就
當 

社
留
守
職
之
儀
、
信
潤

（
小
鳥
居
）

與
大
鳥
居
相
論
之
次
第
、
兩
方
證
文
御
披
見
之
處
、
小
鳥
居
出
帶
證 

文
一
任
之
間
、
不
可
有
相
違
之
由
、
長
者
家
御
補
任
在
之
、
雖
然
年
季
之
沙
汰
不
分
明
之
條
、
所
詮 

於
長
者
家
被
經
沙
汰
、
以
其
上
可
被
成
御
裁
許
之
由
、
依
仰
執
達
如
件
、 

 
 
 
 
 

天
文
四
年
八
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

越
中
守

（
貫
武
助
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

丹
後
權
守

（
吉
見
頼
郷
）

（
花
押
） 

  

【
史
料
四
】
で
は
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
留
守
職
を
め
ぐ
る
相
論
に
つ
い
て
長
者
家
の
沙
汰
を
も
っ
て
裁
許
す
る
と
し
て
い
る
。
互
い
の
證
文
を
見
た
上
で
、 

「
小
鳥
居
出
帶
證
文
一
任
之
間
、
不
可
有
相
違
之
由
、
長
者
家
御
補
任
在
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
内
義
隆
は
小
鳥
居
氏
に
寄
っ
た
態
度
を
示
し
て
い
る
が
、
不
十 

分
な
部
分
も
あ
る
と
し
て
、
長
者
家
の
沙
汰
を
経
た
上
で
の
裁
許
を
行
お
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
木
村
忠
夫
氏
は
、【
史
料
二
】
に
見
ら
れ
る
「
對
長
者
家
依
仰
理

之
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
、
菅
氏
長
者
の
補
任
を
尊
重
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
菅
氏
長
者
の
権
威
は
大
内
氏
の
天
満
宮
掌
握
に
よ
り
失
墜
し
て
い
た
と
考
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え
て
い
る
。
１
７

こ
の
長
者
家
の
沙
汰
を
求
め
る
動
き
も
、
や
は
り
建
前
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
大
鳥
居
氏
へ
の
対
応
策
と
し
て
利
用
し
よ
う
と

す
る
意
図
も
大
い
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
内
氏
に
よ
る
留
守
職
補
任
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
管
氏
長
者
を
頂
点
と
し
た
補
任
体
系
を
否
定
す
る
も
の
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
正
木
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
守
護
領
国
制
の
展
開
に
よ
り
、
天
満
宮
（
安
楽
寺
）
は
武
家
方
を
頼
る
こ
と
で
、
そ
の
経
営
を
為
す

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
１
８

ま
た
留
守
職
の
補
任
の
在
り
方
も
、
大
内
氏
が
留
守
職
を
安
堵
し
た
後
に
、
菅
氏
長
者
が
、
そ
れ
を
追
認
す
る
よ
う
に
な
り
、
形
骸

化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
に
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
三
上
兼
照
・
瀧
口
貞
國
連
署
書
状
」
で
は
、
菅
氏
長
者
で
あ
る
東
坊
城
長
淳

に
よ
る
小
鳥
居
信
元
の
留
守
職
補
任
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
御
屋
形
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
、
大
内
氏
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
背
景
が
窺
え
る
。
１
９

大
内

氏
の
留
守
職
に
対
す
る
関
与
は
、
そ
の
ま
ま
天
満
宮
と
の
関
わ
り
を
強
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
満
宮
内
部
の
争
い
と
い
う
動
揺
が
、
天
満
宮
経
営
に
外
部
の
勢
力

を
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
相
論
結
果
と
し
て
菅
氏
長
者
の
沙
汰
が
あ
っ
た
の
か
は
史
料
と
し
て
了
解
で
き
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
先
ほ
ど
示
し
た
「
目
代
石
見
守
助
重
奉
書
」

に
は
「
如
法
任
料
以
下
被
上
候
て
、
御
補
任
事
不
可
有
相
違
候
」
と
あ
り
、
大
鳥
居
氏
に
も
補
任
状
が
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
２
０

木
村
忠
夫
氏
も
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
菅
氏
長
者
が
大
鳥
居
氏
に
任
料
の
催
促
を
し
て
お
り
、
当
然
大
鳥
居
氏
へ
も
補
任
状
が
発
給
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
２
１

こ
の

よ
う
に
菅
氏
長
者
が
大
鳥
居
氏
、
小
鳥
居
氏
の
両
者
に
補
任
状
を
与
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
補
任
の
安
堵
を
大
内
氏
が
ど
ち
ら
に
対
し
て
行
う
か
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
内
氏
は
こ
の
天
文
四
年
に
お
け
る
相
論
で
は
小
鳥
居
氏
を
重
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で

大
鳥
居
氏
を
中
心
に
留
守
職
が
任
さ
れ
て
い
た
の
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
２
２

天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
三
月
に
、
大
内
義
隆
と
大

友
義
鑑
と
の
間
で
、「
又
義
鑑
賞
禄
預
和
議
之
事
」
と
和
睦
を
結
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
史
料
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
両
氏
の
間
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
２
３

ま
た
前
年
の
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
十
二
月
に
も
、
両
者
に
対
し
て
将
軍
足
利
義
晴
に
よ
り
私
闘
を
止
め
て
上
洛
す
る
よ
う
求
め

ら
れ
て
い
る
。
２
４

こ
の
よ
う
な
両
者
の
対
立
を
背
景
に
、
大
鳥
居
氏
の
本
拠
地
が
、
筑
後
国
水
田
荘
に
あ
り
、
こ
の
時
大
鳥
居
氏
が
筑
後
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
大

友
氏
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
牽
制
す
る
た
め
に
も
、
大
内
氏
は
小
鳥
居
氏
を
厚
遇
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  二
、 

大
友
氏
と
大
鳥
居
氏
の
関
係 

  
 

天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
、
大
内
義
隆
が
、
家
臣
で
あ
る
陶
晴
賢
に
殺
さ
れ
た
後
、
大
友
義
鎮
は
弟
で
あ
る
晴
英
を
大
内
家
に
養
子
と
し
て
出
し
、
改
名
し
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て
大
内
義
長
と
し
て
家
督
を
継
が
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
毛
利
元
就
に
よ
り
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
に
は
陶
晴
賢
が
討
た
れ
、
続
い
て
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）

に
は
義
長
も
討
た
れ
た
こ
と
で
、
大
内
氏
は
滅
亡
す
る
。
そ
こ
で
大
内
氏
が
持
っ
て
い
た
九
州
に
お
け
る
職
や
権
益
な
ど
は
義
鎮
が
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
永
禄
二

年
（
一
五
五
九
）
に
は
九
州
探
題
に
も
補
任
さ
れ
る
な
ど
九
州
地
方
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
の
大
友
氏
の
筑
前
へ
の

進
出
は
、
天
満
宮
へ
の
関
わ
り
を
深
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
動
き
は
す
で
に
弘
治
三
年
以
前
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

【
史
料
四 

大
友
家
奉
行
人
連
署
書
状
】
２
５ 

 

宰
府
小
鳥
居
覺
悟
之
様
體
如
何
候
哉
、
明
置 

 

社
頭
退
出
之
條
、
其
方
事
先
以
早
々
被
罷
出
、 

社 

法
無
退
轉
様
被
申
付
肝
要
候
、
必
歸
陳
之

（
陣
）

砌
具
可
致
言
上
之
條
、
追
而 

 

御
下
知
之
旨
可
有
之
條
、 

可
被
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 

 

七
月

（
異
筆
）
「
□
治
二
」

廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

鑑
生

（

田

北

）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

長
増

（

吉

岡

）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
鑑
續

（

臼

杵

）

（
花
押
） 

 
 
 
 

天
満
宮 大

鳥
居
殿 

 

【
史
料
四
】
で
は
、
大
友
氏
が
大
鳥
居
氏
に
天
満
宮
の
経
営
を
「
社
法
無
退
轉
様
」
に
と
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
寺
務
に
携
わ
っ
て
い
た
小

鳥
居
氏
が
天
満
宮
か
ら
退
出
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
に
小
鳥
居
氏
が
菅
氏
長
者
に
よ
り
留
守
職
補
任
が
な
さ
れ
て
か
ら
２
６

、
大
鳥
居

氏
の
留
守
職
補
任
に
関
す
る
史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
の
補
任
か
ら
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
の
小
鳥
居
氏
の
退
出
ま
で
の
八
年
間
は
、
小
鳥

居
氏
が
天
満
宮
経
営
の
中
心
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
木
村
氏
は
、
こ
の
小
鳥
居
氏
の
行
動
を
天
満
宮
内
の
権
力
闘
争
（
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
留
守
職
を
め
ぐ

る
対
立
）
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
お
り
、
大
鳥
居
氏
の
動
き
に
対
す
る
政
治
的
な
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
２
７

先
述
の
通
り
、
大
内
義
隆
が
天
文
二
十
年
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に
討
た
れ
、
大
内
氏
自
体
が
弘
治
二
年
に
滅
亡
に
及
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
小
鳥
居
氏
は
こ
れ
ま
で
の
後
ろ
盾
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態

に
及
ん
だ
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
大
内
氏
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
大
友
氏
が
、
大
鳥
居
氏
を
通
じ
て
天
満
宮
へ
の
関
与
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
は
、

ま
さ
し
く
「
政
治
的
」
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
か
ら
、
天
満
宮
内
部
の
動
き
に
注
意
し
な
が
ら
も
、
外
部
か
ら
の
圧
迫
、
そ
し
て
介
入
に
注
目
し
、
天
満
宮
の
動
向

を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

さ
て
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
の
小
鳥
居
氏
の
留
守
職
補
任
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
の
流
れ
か
ら
に
し
て
、
天
文
四
年
の
時
と
同
様
に
、
相
論
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
八
年
も
の
間
、
小
鳥
居
氏
が
留
守
職
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
大
内
氏
に
は
大
鳥

居
氏
を
留
守
職
と
す
る
意
識
が
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
大
鳥
居
氏
が
そ
の
勢
力
を
回
復
す
る
に
は
他
の
道
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
大
鳥
居
氏
が
拠
点
２
８

と
し
て
い
た
筑
後
水
田
荘
の
支
配
を
有
す
る
大
友
氏
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
後
の
天
満
宮
の
動
向
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大

友
氏
か
ら
し
て
も
、
筑
前
進
出
の
手
が
か
り
と
し
て
大
鳥
居
氏
の
存
在
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

  

【
史
料
五 

大
友
家
奉
行
人
連
署
書
状
】
２
９ 

 

急
度
申
候
、
西
牟
田
殘
黨
成
敗
之
事
、
去
年
以
来
稠
被
仰
出
候
之
處
、
無
其
實
故
、
彼
惡
黨
悉
狼
藉 

深
重
之
儀
、
無
是
非
次
第
候
、
各
於
領
内
隠
住
如
此
候
者
、
乍
勿
論
不
移
時
日
、
一
途
之
了
簡
肝
要 

候
、
若
又
從
肥
前
押
渡
、
於
夜
盗
之
儀
者
、
各
被
申
談
、
差
搦
諸
口
可
被
討
取
留
事
、
別
而
可
為
忠 

義
之
段
、
以
御
書
被
仰
遣
候
、
被
得
其
意
堅
固
之
才
覺
専
要
候
、
近
日
爰
元
衆
一
兩
輩
被
差
出
、
旁 

可
被
仰
談
之
由
、
萬
事
不
可
有
油
断
之
儀
候
、
恐
々
謹
言
、 

正
月

（
異
筆
）
「
天
文
十
八
年
」

十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親

（
入
田
）

廉
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
就

（
異
筆
）
「
山
下
和
泉
守
」

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治
景

（
異
筆
）
「
雄
城
若
狭
守
」

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長

（
齋
藤
）

實
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

天
満
宮
大
鳥
居
殿 
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【
史
料
五
】
は
、
ま
だ
大
内
氏
が
筑
前
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
時
期
の
様
子
で
あ
る
が
、
大
友
義
鎮
の
父
で
あ
る
義
鑑
が
大
鳥
居
氏
に
対
し
て
、
西
牟
田
残
党
を

征
伐
す
る
た
め
の
出
兵
を
求
め
て
い
る
。
大
友
氏
が
大
鳥
居
氏
に
対
し
て
軍
事
的
戦
力
と
し
て
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
史
料
か
ら
、
大

鳥
居
氏
が
武
力
を
も
っ
た
領
主
的
性
格
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
木
村
忠
夫
氏
は
、
大
友
氏
の
神
社
政
策
の
一
環
と
し
て
、
社
家
組

織
を
被
官
化
す
る
こ
と
で
そ
の
統
率
を
な
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
３
０

大
友
義
鎮
が
、
奈
多
八
幡
宮
の
奈
多
鑑
基
を
大
友
家
の
寺
社
奉
行
に
任
じ
て
い
る
こ
と
は
有

名
で
あ
る
。
こ
の
社
家
の
被
官
化
や
そ
の
武
力
を
求
め
る
こ
と
は
、
宇
佐
宮
や
彦
山
、
高
良
社
に
お
い
て
も
同
様
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
章
に
て
確
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
宇
佐
宮
で
は
軍
役
拒
絶
が
破
却
の
一
因
と
も
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
３
１ 

 

さ
て
小
鳥
居
氏
の
天
満
宮
退
出
の
件
に
戻
る
が
、
小
鳥
居
氏
の
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
大
内
氏
の
滅
亡
と
、
そ
れ
に
対
し
て
勢
力
を
拡
大
す
る
大
友
氏
を
後
ろ
盾
に
す

る
大
鳥
居
氏
の
力
関
係
が
、
逆
転
し
た
こ
と
に
退
出
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
木
村
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
権
力
闘
争
と
い
う
点

に
帰
着
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
力
関
係
の
逆
転
が
あ
る
と
は
言
え
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
が
留
守
職
を
め
ぐ
る
と
い
う
観
点
で
は
、
従
来
の
よ
う
に

相
論
を
起
こ
す
な
ど
内
部
の
対
立
に
帰
結
す
る
こ
と
の
方
が
自
然
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
天
満
宮
を
明
け
渡
す
と
な
れ
ば
、
大
鳥
居
氏
が
天
満

宮
の
実
権
を
握
る
こ
と
を
承
知
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
大
内
時
代
の
両
氏
の
対
立
と
の
性
格
の
差
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
そ
こ
に
は
、
大
友
氏

と
い
う
存
在
が
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

  
 【

史
料
六 

大
友
義
鎮
書
状
】
３
２ 

 
 

留
守
職
之
事
、
申
與
候
之
處
、
如
前
々
祭
禮
等
被
遂
其
節
、
巻
數
并
太
刀
一
腰
・
織
物
一
端
送
賜
候
、 

祝
着
候
、
從
是
茂
太
刀
一
振
進
之
候
、
猶
田
北
大
和
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 

十
二
月

（
異
筆
）
「
永
禄
貳
」

廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義

（
大
友
）

鎭
（
花
押
） 

 
 
 
 

天
満
宮 

 
 
 
 

 
 
 

留
守
大
鳥
居
殿 
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小
鳥
居
氏
の
天
満
宮
退
出
後
、
天
満
宮
の
経
営
に
あ
た
っ
た
大
鳥
居
氏
は
、【
史
料
六
】
に
あ
る
よ
う
に
大
友
義
鎮
か
ら
留
守
職
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

以
前
の
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
に
は
、
義
鎮
か
ら
、
筑
後
国
上
下
太
宰
府
天
満
宮
留
守
領
を
安
堵
さ
れ
る
な
ど
、
大
鳥
居
氏
の
天
満
宮
に
お
け
る
力
は
確
実
の
も

の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
３
３

さ
て
、
天
満
宮
を
去
っ
た
小
鳥
居
氏
の
動
向
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
に
よ
り
、
小
鳥
居
氏
の
弱
体
化
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
。 

  

【
史
料
七 

小
鳥
居
信
慶
外
二
名
連
署
書
状
案
】
３
４ 

 
 （

端
裏
書
） 

 

「
永
禄
三 

 
 
 
 
 

小
鳥
居
信
慶
和
睦
懇
望
之
返
書
之
案
」 

 

御
札
之
趣
令
披
見
候
、
抑
信
慶

（
小
鳥
居
）

進
退
之
儀
度
々
示
預
候
、
最
早
々
信
渠
へ

（

大

鳥
居

）

可
申
聞
處
、
為
各
頻
加
異 

見
承
伏
之
刻
、
小
鳥
居
不
純
熟
之
儀
共
候
て
ハ
、
彌
不
可
然
之
間
、
以
別
紙
申
題
目
候
、
被
仰
證
、 

於
向
後
無
相
違
樣
ニ

御
調
達
専
一
候
、
猶
上
座
房
可
被
申
候
、
恐
々
、 

 
 
 
 
 
 

九
月
一

（
永
禄
三
）

八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
覺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
精 

 
 
 
 
 
 

花
田
大
倉
少
輔
殿 

 
 
 
 
 
 

衛
藤
宮
内
少
輔
殿 

 

御
報 

  

【
史
料
七
】
で
は
、
小
鳥
居
氏
が
大
鳥
居
氏
に
和
睦
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
抑
信
慶
進
退
之
儀
度
々
示
預
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
願
い
は
度
々

出
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
承
知
で
き
、
す
で
に
小
鳥
居
氏
に
は
大
鳥
居
氏
と
対
立
す
る
力
が
無
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
受
け
取
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、

留
守
職
を
め
ぐ
っ
て
は
度
々
相
論
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
よ
う
に
和
睦
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
和
睦
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
た
だ
の
両
者
の
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
天
満
宮
内
部
の
対
立
構
造
の
変
化
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。
そ
し
て
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
、
大
友
氏
の
家
臣
で
あ
り
、
筑
前
の
宝
満
城
の
城
督
と
し
て
敵
対
す
る
毛
利
氏
を
牽
制
し
て
い
た
高
橋
鑑
種
の
調
停

に
よ
り
、
「
就
今
度
信
渠
與
我
等
純
熟
之
儀
、
鑑
種
被
成
御
裁
判
候
」
と
３
５

、
小
鳥
居
信
慶
が
起
請
文
を
提
出
す
る
か
た
ち
で
大
鳥
居
信
渠
と
の
和
睦
を
果
た
す
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
大
友
氏
が
こ
の
和
睦
に
介
入
を
し
た
の
は
、
こ
の
ま
ま
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
和
睦
が
成
立
し
な
い
と
、
小
鳥
居
氏
が
大
友
と
敵
対
し
て
い
る

毛
利
氏
を
頼
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

  三
、 

留
守
職
の
政
治
的
利
用
に
お
け
る
天
満
宮
の
破
却 

   

第
一
章
に
お
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
天
満
宮
が
大
友
宗
麟
に
よ
り
破
却
さ
れ
た
の
は
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て

留
守
職
の
補
任
に
再
び
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
３
６

第
二
節
の
通
り
、
小
鳥
居
氏
の
和
睦
の
申
し
出
に
よ
り
留
守
職
を
め
ぐ
る
相
論
は
ひ
と
ま
ず
決
着
が
つ
い

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
が
再
び
蒸
し
返
さ
れ
る
事
態
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
氏
の
調
停
に
あ
た
っ
た
高
橋
鑑
種
が
大
友
氏
に
反
旗
を
翻
し
、
敵
対
し

て
い
た
毛
利
氏
に
寝
返
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
鑑
種
が
毛
利
氏
に
与
す
る
動
き
を
見
せ
る
の
が
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
３
７

大
友
氏
と
毛
利
氏
は

永
禄
に
入
る
と
、
筑
前
門
司
城
に
お
い
て
長
期
に
渡
り
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
友
氏
の
形
勢
不
利
な
状
況
の
中
で
和
睦
を
結
ん
だ
年
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
翌
年
の
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
に
鑑
種
は
、
小
鳥
居
氏
を
天
満
宮
留
守
職
と
し
た
の
で
あ
る
。
３
８

こ
れ
は
、
小
鳥
居
氏
に
留
守
職
の

補
任
を
示
す
こ
と
で
大
友
氏
と
の
対
立
関
係
に
均
衡
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
鑑
種
の
裏
切
り
は
大
友
氏
に
と
っ
て
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
険
悪
な
関
係
の
渦
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
の
が
小
鳥
居
氏
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
木
村
忠
夫
氏
は
、
鑑
種

に
と
っ
て
、
大
内
氏
と
い
う
庇
護
者
が
い
な
く
な
り
、
大
友
氏
の
後
ろ
盾
を
持
つ
大
鳥
居
氏
に
よ
っ
て
天
満
宮
を
離
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
小
鳥
居
氏
は
利
用
し
や

す
い
存
在
で
あ
り
、
天
満
宮
社
官
掌
握
の
先
兵
と
化
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
３
９

こ
の
こ
と
が
小
鳥
居
氏
に
と
っ
て
も
、
留
守
職
と
し
て
の
地
位
回
復
の
機
会
と
成
り

得
た
の
だ
ろ
う
か
、
結
局
は
是
非
に
及
ば
ず
、
対
立
構
造
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

  

【
史
料
八 

高
橋
鑑
種
書
状
】
４
０ 
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「 
（
墨
引

（
端
裏
切
封
）

） 

」 
 

 

■ 

 

〻 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

急
度
遂
注
進
候
、
仍
去
七

豐
後
之
者
共
至
當
城
麓
陳

（
陣
）

を
付
候
、
就
夫 

 

天
満
宮
之
事
、
右
之
者
共
取 

懸
及
破
滅
候
条
、 
御
神
體
・
同
御
神
寶
等
、
無
相
違
奉
覺
悟
仕
、
社
家
衆
如
寶
滿
被
取
退
候
、
然
者 

日
別
御
供
其
外
之
社
役
等
之
事
、
無
退
転
鑑
種

（
高
橋
）

相
續
候
、
為
御
存
知
候
、
於
巨
細
者
、
從
小
鳥
居
其
外 

社
中
可
被
申
上
候
、
此
由
可
預
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

七
月
十
三

（
永
禄
十
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

鑑

（
高
橋
）

種
（
花
押
） 

 
 
 
 

萬
福
寺

（

周

定

） 

衣
鉢
閣
下 

 

「 

以
御
注
進
狀
申
聞
、
父
子
被
得
其
心
之
旨
、
直
被
申
入
候
畢
、 

 
 
 
 
 
 

九
月
十

永
禄
十

七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

周

萬
福
寺

定
（
花
押
）
」 

 

【
史
料
九 

大
友
家
家
臣
連
署
書
状
】
４
１ 

 

當
社
上
下
之
神
官
、
鑑
種

（
高
橋
）

以
同
心
籠
城
、
前
代
未
聞
之
企
候
、
如
此
永
々
背 

 

御
下
知
、
可
輕
神
慮 

輩
者
、
向
後
不
可
叶
御
分
國
中
之
段
、
堅
被
仰
出
候
、
但
改
先
非
、
此
節
以
一
行
於
取
退
者
、
取
合 

不
可
有
別
儀
候
、
然
者
信
渠

（

大

鳥
居

）

被
仰
越
専
要
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

十
月
廿

（
永
禄
十
年
）

九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鑑
賢
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗
譽
（
花
押
） 

 
 
 

天
満
宮 

 
 
 
 
 

大
鳥
居
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
同
宿
中 
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さ
て
天
満
宮
で
は
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
に
高
橋
鑑
種
か
ら
補
任
さ
れ
た
小
鳥
居
氏
と
、
大
友
氏
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て
い
た
大
鳥
居
氏
の
両
氏
が
留
守
職

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
疑
問
点
を
置
い
て
、
掲
げ
た
【
史
料
八
】
と
【
史
料
九
】
を
検
討
し
て
い
く
。
【
史
料

八
】
で
は
大
友
氏
が
高
橋
鑑
種
を
討
伐
す
る
た
め
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
鑑
種
の
拠
点
で
あ
る
筑
前
御
笠
郡
に
構
え
る
岩
屋
城
を
攻
め
、
そ
の
戦
火
が
天
満

宮
に
及
ぶ
に
至
り
、
小
鳥
居
氏
を
中
心
と
し
た
天
満
宮
の
社
家
衆
が
、
そ
の
戦
火
を
避
け
る
た
め
に
天
満
宮
の
御
神
体
と
御
神
宝
を
持
っ
て
、
鑑
種
の
支
配
に
あ
る

宝
満
城
に
逃
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
大
友
氏
に
よ
る
天
満
宮
の
破
却
時
に
は
小
鳥
居
氏
が
御
神
体
や
御
神
宝
を
持
ち
出
す
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
こ
の
争
乱
に
乗
じ
て
、
小
鳥
居
氏
が
こ
れ
ら
御
神
体
・
御
神
宝
を
持
ち
逃
げ
し
た
と
い
う
可
能
性
も

あ
る
こ
と
を
『
太
宰
府
市
史
』
で
は
指
摘
し
て
い
る
。
４
２

し
か
し
、
天
満
宮
の
被
害
を
考
え
る
意
味
で
小
鳥
居
氏
の
動
き
は
、
災
禍
か
ら
免
れ
よ
う
と
す
る
点
に
お

い
て
は
、
留
守
職
と
し
て
の
立
場
に
限
ら
な
い
当
然
の
動
き
と
も
推
察
で
き
る
。
逆
に
大
鳥
居
氏
は
大
友
氏
の
天
満
宮
破
却
を
く
い
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
天

満
宮
で
の
立
場
を
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

大
鳥
居
氏
と
大
友
氏
と
の
強
い
関
係
は
天
満
宮
全
体
と
し
て
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
社
家
衆
か
ら
す
れ
ば
そ
の
姿
は
一
体
化
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
【
史
料
八
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
家
衆
は
小
鳥
居
氏
に
従
い
、
そ
の
難
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
【
史
料
九
】
に
お
い
て
大
友
氏
は
、

こ
の
小
鳥
居
氏
を
は
じ
め
社
家
衆
等
の
行
動
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
少
し
ベ
ク
ト
ル
を
変
え
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
小
鳥
居
氏
の
一
連

の
行
動
が
大
友
氏
や
大
鳥
居
氏
に
対
立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
一
度
は
大
鳥
居
氏
と
和
睦
を
し
た
小
鳥
居
氏
に
と
っ
て
、
再
び
留
守
職
を
め

ぐ
る
争
い
に
担
ぎ
出
さ
れ
る
の
は
本
意
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
あ
く
ま
で
も
高
橋
鑑
種
の
政
治
的
利
用
の
一
端
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

結
果
と
し
て
、
大
友
氏
と
大
鳥
居
氏
、
高
橋
氏
と
小
鳥
居
氏
と
い
う
構
図
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
対
立
し
た
関
係
に
し
か
見
い
だ
せ
な
い
と
こ

ろ
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
天
満
宮
の
破
却
に
至
っ
て
は
、
そ
の
難
を
逃
れ
る
た
め
の
小
鳥
居
氏
の
行
動
を
単
に
対
立
構
造
で
片
づ
け
る
に
は
更
な
る
検
討
を
要
す
る

も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
大
鳥
居
氏
に
と
っ
て
、
こ
の
小
鳥
居
氏
の
行
動
は
ど
う
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
大
鳥
居
氏
も
留
守
職
の
立
場
と
し
て

天
満
宮
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
有
事
の
際
に
そ
の
力
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
天
満
宮
内
部
に

お
い
て
は
、
大
鳥
居
氏
よ
り
も
小
鳥
居
氏
に
協
力
す
る
社
家
衆
が
多
か
っ
た
と
も
推
察
で
き
よ
う
。
こ
の
観
点
で
は
、
大
鳥
居
氏
の
天
満
宮
で
の
実
権
掌
握
は
最
大

の
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
反
大
鳥
居
勢
力
の
排
除
に
乗
り
出
せ
る
良
い
機
会
に
も
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
小
鳥
居
氏
自
身

も
こ
の
争
乱
の
中
で
、
天
満
宮
を
維
持
・
保
全
を
し
て
い
く
上
で
は
、
留
守
職
と
し
て
の
地
位
回
復
を
求
め
て
い
く
こ
と
は
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
満
宮

を
破
却
し
た
大
友
氏
は
、
小
鳥
居
氏
に
と
っ
て
許
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
大
友
氏
を
背
景
に
勢
力
の
拡
大
を
図
っ
て
い
た
大
鳥
居
氏
に
対
し
て
も
同
様
の
感

情
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
推
察
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
、
大
鳥
居
氏
と
の
対
立
は
避
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
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大
内
時
代
と
の
対
立
と
は
そ
の
性
格
に
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
大
内
氏
の
時
の
よ
う
に
、
そ
の
相
論
を
大
内
氏
の
み
に
求
め
る
も
の
と
は
違
い
、
内
部
で
の
権
力
闘

争
自
体
が
天
満
宮
の
存
在
に
隙
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
大
友
時
代
に
は
、
天
満
宮
を
取
り
巻
く
勢
力
の
動
向
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
。 

  

【
史
料
十 

大
友
宗
麟
書
状
】
４
３ 

 

就
小
鳥
居
進
退
之
儀
、
以
口
能
承
候
、
得
其
意
候
、
近
年
逆
心
之
企
、
不
隱
便
候
條
、
爭
可
許
容
候 

哉
、
聊
不
可
有
氣
仕
候
、
猶
戸
次
伯
耆

（
鑑
連
）

守
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 

 

七
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗

（
大
友
）

麟
（
花
押
） 

 
 
 
 
 

天
満
宮 

 
 
 
 
 
 

大
鳥
居
殿 

  

【
史
料
十
】
で
は
、
大
友
氏
が
高
橋
鑑
種
に
与
し
た
小
鳥
居
氏
を
許
容
し
な
い
旨
を
大
鳥
居
氏
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
許
容
し
な
い
対
象
は
、
小
鳥
居

氏
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
当
時
高
橋
氏
に
与
し
た
社
家
衆
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
【
史
料
九
】
で
示
し
て
い
る
が
、
神
官
等
に
対
し
て
、
「
但

改
先
非
、
此
節
以
一
行
於
取
退
者
、
取
合
不
可
有
別
儀
候
」
と
あ
り
、
今
回
の
行
動
に
非
を
認
め
改
め
る
な
ら
ば
、
別
儀
無
き
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
友
氏

の
譲
歩
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
社
家
衆
を
多
く
失
う
こ
と
は
天
満
宮
経
営
を
し
て
い
く
上
で
の
支
障
に
も
な
り
か
ね
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
「
許
容
」
と
い
う
点
は
、
大
友
氏
の
み
ば
か
り
で
な
く
、
大
鳥
居
氏
に
と
っ
て
も
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
対
し
て

大
友
氏
は
自
分
に
敵
対
し
た
存
在
と
し
て
の
認
識
で
あ
り
、
大
鳥
居
氏
と
っ
て
も
、
留
守
職
を
争
う
小
鳥
居
氏
に
与
す
る
存
在
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
立
構
造
が
あ
る

に
せ
よ
、
社
家
衆
の
必
要
性
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
は
同
方
向
に
向
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

【
史
料
十
一 

小
鳥
居
信
譽
起
請
文
】
４
４ 
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前○

カ闕 
 

梵
天
・
帝
釈

（
釋
）

・
四
大
天
王
、
想
日

（
惣
）

本
國
中
大
小
神
祇
、
別
天
滿
大
自
在
天
神
御
罰
可
蒙
候
也
、
仍
起 

請
文
如
件
、 

 
 
 

天
正
十
五
年 

正
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
鳥
居 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
譽
書
判 

 
 
 
 
 

大
鳥
居
殿
参 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
同
宿
中 

  

大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
確
執
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
の
は
、
天
正
年
間
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
時
は
す
で
に
豊
臣
秀
吉
の
時
代
と
な
っ
て
い
た
。

【
史
料
十
一
】
は
、
小
鳥
居
氏
か
ら
大
鳥
居
氏
に
出
さ
れ
た
起
請
文
で
あ
る
。
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
時
、
こ
の
よ
う
な
起
請
文
の
提
出
に
よ
っ
て
和
睦
が
な
さ

れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
４
５

、
【
史
料
十
一
】
で
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
起
請
文
で
あ
る
か
は
欠
文
と
な
っ
て
お
り
不
明
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か

ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
起
請
文
が
出
さ
れ
る
両
氏
の
力
関
係
を
理
解
す
る
材
料
に
は
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
大
友
氏
と
大
鳥
居
氏
の
関
係
性
の
な

か
で
、
両
氏
に
よ
る
留
守
職
の
相
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
大
鳥
居
氏
を
中
心
と
す
る
天
満
宮
経
営
の
構
造
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
は
、
今
ま
で
の
よ
う
に
天
満
宮
を
統
率
す
る
ト
ッ
プ
が
争
う
内
部
対
立
と
い
う
状
況
か
ら
、
天
満
宮
全
体
が
内
部
統
制
の
取
れ
る
体
制
に
臨
め
る
よ
う
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
天
満
宮
を
対
外
的
諸
勢
力
の
中
で
い
か
に
維
持
し
て
い
く
か
が
、
大
鳥
居
氏
が
留
守
職
と
し
て
の
実
質
的
な
力
量
を
試
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
大
鳥
居
氏
が
天
満
宮
の
保
全
に
対
す
る
動
き
が
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
祈
祷
巻
数
を
媒
体
に
し
て
考
察
し
て
い
く
と
す

る
。 

 

 

四
、 

大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
に
よ
る
祈
祷
巻
数 
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次
に
掲
げ
た
一
覧
は
、
天
満
宮
が
破
却
さ
れ
た
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
以
降
に
、
天
満
宮
か
ら
出
さ
れ
た
祈
祷
巻
数
を
示
し
て
い
る
。
天
正
年
間
に
お
け
る
祈

祷
巻
数
の
記
事
が
多
数
見
ら
れ
、
そ
の
多
く
は
島
津
氏
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
鳥
居
氏
は
永
禄
年
間
の
み
に
記
事
が
見
ら
れ
、
そ
の
内
容
も
毛
利
氏
の
戦
勝
を

祈
っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
祈
祷
巻
数
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
純
な
る
天
満
宮
の
動
き
で
は
無
く
、
や
は
り
天
満
宮
の
意
志
を
示
す
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

永禄10年（1567） 9月 2日 宮師坊・検校坊 毛利元就・輝元、小早川隆景
永禄11年（1568） 5月11日 大鳥居氏 臼杵鑑速（大友）
永禄12年（1569） 8月 2日 小鳥居氏 吉川元春
天正元 年（1573）12月22日 大鳥居氏 大友義統
天正 3年（1576）12月24日 大鳥居氏 大友義統
天正 6年（1579） 6月25日 大鳥居氏 大友宗麟
天正12年（1585） 8月 2日 大鳥居氏 島津義弘
天正12年（1585）10月14日 大鳥居氏 島津義虎・上井覚兼
天正12年（1585）12月12日 大鳥居氏 大友義統
天正13年（1586） 9月14日 大鳥居氏 島津義弘
天正13年（1586）10月 3日 大鳥居氏 性未詳元好（島津）
天正13年（1586）10月14日 大鳥居氏 島津征久
天正13年（1586）12月 4日 大鳥居氏 新納忠元（島津）
天正14年（1587） 5月 6日 大鳥居氏 伊集院忠棟（島津）
天正14年（1587） 7月 7日 大鳥居氏 伊集院忠棟（島津）
天正14年（1587）10月12日 大鳥居氏 大友義統
天正14年（1587）12月 3日 大鳥居氏 吉川元春
天正14年（1587）12月27日 大鳥居氏 大友義統
天正15年（1588） 2月27日 大鳥居氏 税所篤和（島津）
天正15年（1588） 3月24日 大鳥居氏 毛利輝元
天正15年（1588） 4月 7日 大鳥居氏 豊臣秀吉

(表）永禄１０年以降に見られる天満宮からの祈祷巻数

　　　　　　　　(『大宰府・太宰府天満宮史料』を参考に作成）
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永
禄
年
間
で
は
、
大
友
氏
と
毛
利
氏
（
高
橋
鑑
種
）
の
対
立
の
中
で
の
祈
祷
巻
数
と
な
る
が
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
を
最
後
に
小
鳥
居
氏
の
記
事
は
見
ら

れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
同
年
に
小
鳥
居
氏
の
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
高
橋
鑑
種
が
大
友
氏
に
降
伏
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
小
鳥
居
氏
の
留
守
職
と

し
て
の
力
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
経
緯
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
更
に
注
目
で
き
る
の
が
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
の
宮
師
坊
と
検
校
坊
に
よ
る
毛

利
氏
へ
の
祈
祷
巻
数
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
天
満
宮
の
破
却
の
際
に
社
家
衆
が
小
鳥
居
氏
と
共
に
行
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
宮
師
坊
と
検
校
坊
の
祈
祷
巻
数

に
よ
り
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
社
家
衆
が
小
鳥
居
氏
側
に
つ
い
て
い
た
か
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
し
て
天
正
六
年
（
一
五
七
九
）
ま
で
に
は
、
大
友
氏
に
対
す
る
大
鳥
居
氏
か
ら
の
祈
祷
巻
数
が
数
回
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
ぱ
っ
た
り
と
そ
の
祈
祷
巻
数
に
関

す
る
史
料
は
確
認
で
き
な
く
な
る
が
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
五
）
の
島
津
氏
に
対
す
る
も
の
か
ら
再
び
姿
を
現
す
。
こ
れ
は
天
正
六
年
に
大
友
氏
と
島
津
氏
に
よ

る
「
耳
川
合
戦
」
で
、
大
友
氏
が
大
敗
し
た
こ
と
に
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
大
友
氏
は
こ
の
耳
川
合
戦
以
後
、
そ
の
勢
力
を
大
幅
に
縮
小
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
４
６

そ
し
て
逆
に
島
津
氏
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
薩
摩
か
ら
北
上
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
大
鳥
居
氏
が
耳
川
合
戦
直
後
に
祈
祷
巻
数
を
島
津
氏

の
出
さ
な
か
っ
た
の
も
、
動
向
を
見
極
め
て
の
慎
重
さ
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
島
津
氏
の
北
上
が
本
格
的
に
な
る
天
正
十
二
年
（
一
五
八
五
）
以
後

の
、
島
津
氏
に
対
す
る
祈
祷
巻
数
の
夥
し
さ
に
は
注
目
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
大
鳥
居
氏
に
よ
る
祈
祷
巻
数
の
目
的
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。 

  

【
史
料
十
二 

上
井
覚
兼
日
記
】
４
７  

 

一
十
四
日
、

（
天
正
十
二
年
十
月
）

略○

 中
天
滿
宮
大
鳥
居
信
寛
法
印
よ
り
使
僧
預
候
、
并
書
状
到
來
候
趣
、
爰
元
主
張
故
音 

信
候
、
天
滿
宮
社
家
一
篇
之
儀
候
間
、
御
祈
禱
巻
数
預
候
、
自
今
已
後
崇
敬
可
申
之
由
也
、
梅
花 

香
一
箱
送
預
候
、
相
應
之
致
返
答
候
也
、
使
僧
参
會
候
て
御
酒
寄
合
候
也
、 

 

【
史
料
十
二
】
は
、
島
津
義
久
の
家
老
で
あ
っ
た
上
井
覚
兼
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
島
津
氏
の
天
満
宮
へ
の
崇
敬
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と 

が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
祈
祷
巻
数
が
こ
の
時
期
に
ど
う
い
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
大
鳥
居
氏
が
大
友
氏
に
よ
る
破
却
や
多
く

の
勢
力
に
影
響
を
受
け
て
き
た
回
顧
に
基
づ
く
動
き
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
で
あ
る
が
、
「
香
椎
宮
編
年
記
」
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に
よ
れ
ば
、
「
天
正
十
四
年
七
月
二
十
五
日
、
薩
州
ノ
兵
士
、
立
花
城
ヲ
屠
ル
ノ
時
キ
、
當
宮
并
ニ
祠
官
坊
中
、
其
ノ
兵
燹
（
火
偏
に
燹
）
ニ
罹
テ
一
時
ニ
灰
燼
ス
」

と
あ
り
、
天
満
宮
の
至
近
に
あ
る
香
椎
宮
が
島
津
兵
に
よ
り
炎
上
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
４
８

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
大
鳥
居
氏
の
島
津
氏
へ
の
行

動
が
香
椎
宮
の
よ
う
な
惨
事
を
天
満
宮
に
も
た
ら
さ
な
い
、
未
然
に
防
い
だ
要
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
大
鳥
居
氏
の
天
満
宮
に
対
す
る
維

持
・
保
護
を
求
め
る
動
き
が
で
き
て
く
る
の
は
、
や
は
り
小
鳥
居
氏
と
の
相
論
の
決
着
な
ど
安
定
し
た
天
満
宮
内
の
掌
握
が
で
き
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る
。 

  

お
わ
り
に 

   

南
北
朝
以
降
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
に
よ
る
留
守
職
に
よ
っ
て
天
満
宮
の
統
率
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
両
氏
の
留
守
職
を
め
ぐ
る
相
論
も
長

期
化
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
相
論
が
も
た
ら
す
隙
が
、
天
満
宮
に
対
し
て
外
部
勢
力
の
影
響
を
受
け
る
体
質
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

菅
氏
長
者
が
留
守
職
を
補
任
す
る
構
造
を
形
骸
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
混
乱
を
き
た
す
結
果
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
両
氏
の
対
立
も
大
内
時
代
と
大
友
時
代
で
は

性
格
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
大
内
時
代
に
お
い
て
は
小
鳥
居
氏
を
中
心
と
し
た
体
制
を
求
め
る
反
面
、
必
ず
し
も
小
鳥
居
氏
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
わ
け
で
も
な
く
、
対
立
す
る
大
友
氏
に
近
い
大
鳥
居
氏
を
牽
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
不
確
定
な
要
素
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
ま
だ
天
満
宮
内
部
で
の
対
立
で
収
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。相
論
の
帰
結
は
大
内
氏
が
握
る
も
の
で
あ
り
、
菅
氏
長
者
に
裁
許
を
求
め
る
状
況
も
垣
間
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
も
や
は
り
す
で
に
菅
氏
長
者
の
存
在
が
天
満
宮
に
と
っ
て
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、政
治
的
に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

大
友
時
代
に
入
る
と
、
大
鳥
居
氏
が
そ
の
中
心
に
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
相
論
も
和
睦
に
よ
っ
て
落
ち
着
く
時
期
を
迎
え
る
。
し
か
し
大
友
氏
と
高
橋
鑑
種

が
対
立
し
て
い
く
中
で
、
再
び
留
守
職
を
め
ぐ
る
両
氏
の
対
立
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
大
内
時
代
と
異
な
り
、
大
友
と
大
鳥
居
、
高
橋
と
小
鳥
居
と
い

う
対
立
構
造
が
複
雑
化
し
て
く
る
。
天
満
宮
の
破
却
も
、
留
守
職
を
め
ぐ
る
争
い
と
い
う
天
満
宮
内
部
で
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
土
俵
の
上
で
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、

両
氏
が
争
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
、
天
満
宮
も
ま
た
同
じ
く
し
て
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
状
況
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
満
宮
が
破
却
を
受
け
た
こ

と
が
刺
激
と
な
っ
た
の
か
、
大
鳥
居
氏
は
そ
の
状
況
に
応
じ
て
、
祈
祷
巻
数
を
贈
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
内
部
分
裂
し

て
い
た
状
況
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
、
こ
れ
か
ら
関
わ
る
で
あ
ろ
う
、
諸
勢
力
に
積
極
的
に
天
満
宮
の
態
度
を
示
す
こ
と
で
、
戦
火
が
及
ば
な
い
よ
う
予
防
線
を
張

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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１ 

 
竹
内
理
三
「
安
楽
寺
の
成
立
」
（
『
大
宰
府
古
文
化
論
叢
』
下 

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
七
） 

 
 

道
真
が
没
し
た
の
は
、
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
で
あ
り
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
は
祠
堂
が
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

２ 
 

西
高
辻
信
貞 

『
太
宰
府
天
満
宮
』 

（
学
生
社 

一
九
七
〇
） 

３ 
 

福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂 

青
柳
種
信
編
著
『
筑
前
國
續
風
土
記
拾
遺
』
上
巻
（
文
献
出
版 

一
九
九
三
） 

 
 

貝
原
益
軒
編
『
筑
前
国
続
風
土
記
』、
加
藤
一
純
編
『
筑
前
国
風
土
記
附
録
』、
そ
し
て
こ
の
青
柳
種
信
編
「
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
が
、
福
岡
藩
の
地
誌
編

纂
事
業
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、「
筑
前
三
地
誌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
広
渡
正
利
氏
は
、
本
書
で
の
解
説
に
お
い
て
、『
拾
遺
』
の
編
纂
基
調
と
し
て
、
国
学
者

の
立
場
か
ら
種
信
が
、
諸
社
の
古
記
録
な
ど
を
重
視
し
、
引
用
す
る
こ
と
で
神
道
思
想
の
普
及
と
復
興
に
意
を
用
い
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。 

４ 
 

恵
良 

宏
「
大
宰
府
安
楽
寺
の
寺
官
機
構
に
つ
い
て
」（『
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
第
六
号 

一
九
六
二
） 

５ 

正
木
喜
三
郎
「
中
世
に
お
け
る
天
満
宮
安
楽
寺
―
寺
領
支
配
構
造
の
変
遷
―
」 

（
太
宰
府
天
満
宮
文
化
研
究
所
編
『
菅
原
道
真
と
太
宰
府
天
満
宮
』
下 

吉
川
弘
文
館 

一
九
七
五 

、
正
木
喜
三
郎
『
大
宰
府
領
の
研
究
』 

文
献
出
版 

一
九
九
一
に
再
録
） 

６ 
 

前
掲
１ 

７ 
 

太
宰
府
天
満
宮
文
化
研
究
所
編 

『
太
宰
府
天
満
宮
所
蔵
古
文
書
目
録
』(

太
宰
府
天
満
宮
文
化
研
究
所 

一
九
七
九) 

８ 
 

「
大
内
奉
行
人
連
署
奉
書
」
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
四
月
十
八
日
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」 

（
竹
内
理
三
・
川
添
昭
二
編
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
巻
十
四 

太
宰
府
天
満
宮 

一
九
九
三
、
以
下
『
天
満
宮
史
料
』
十
四
と
略
） 

９ 
 
 

川
添
昭
二
『
中
世
九
州
の
政
治
・
文
化
史
』（
海
鳥
社 

二
〇
〇
三
） 

周
防
・
長
門
・
安
芸
・
石
見
・
豊
前
・
筑
前
の
六
ヶ
国
の
守
護
と
し
て
、
中
国
地
方
か
ら
北
九
州
に
大
勢
力
を
も
っ
た
。
北
九
州
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
大
友
氏

や
少
弐
氏
と
争
っ
た
。
武
家
と
し
て
は
異
例
の
従
二
位
に
の
ぼ
り
、
大
宰
府
の
上
官
で
あ
る
大
弐
の
官
職
を
得
た
。 

１
０ 

 

「
大
内
奉
行
人
連
署
奉
書
」
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
五
月
十
一
日
「
小
鳥
居
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
） 

１
１ 

「
太
宰
府
神
社
舊
神
官
家
系
」
（
『
神
道
大
系
』
神
社
編 

四
八 
太
宰
府 

神
道
大
系
編
纂
会
編 

一
九
九
一
） 

１
２ 

康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
四
月
二
十
七
日
「
大
鳥
居
文
書
」 

（
竹
内
理
三
・
川
添
昭
二
編
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
巻
十
三 

太
宰
府
天
満
宮 

一
九
八
六
） 

１
３ 

 

前
掲
５ 

１
４ 

 

「
大
内
義
隆
書
状
」
年
未
詳
三
月
二
十
一
日
「
塚
原
周
造
氏
所
蔵
文
書
」
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
八
月
十
四
日
項
に
列
記
（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
） 

１
５ 

 

「
目
代
石
見
守
助
重
奉
書
」
年
未
詳
九
月
十
一
日
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
）
年
未
詳
で
あ
る
が
、
天
文
四
年
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『
太
宰
府
天
満
宮
所
蔵
古
文
書
目
録
』
で
は
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
と
比
定
し
て
い
る
。 

１
６ 

 

「
大
内
奉
行
人
連
署
奉
書
」
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
八
月
十
四
日
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
） 

１
７ 
 

木
村
忠
夫
「
中
世
末
期
の
天
満
宮
―
大
名
領
国
と
の
関
連
か
ら
―
」（『
菅
原
道
真
と
太
宰
府
天
満
宮
』
下 

吉
川
弘
文
館 

一
九
七
五
） 

１
８ 

 

前
掲
５ 
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１
９ 
「
三
上
兼
照
・
瀧
口
貞
國
連
署
書
状
」
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
三
月
十
六
日
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
） 

  
 
 

天
満
宮
御
留
守
職
之
事
、
大
鳥
居
被
申
候
、
雖
有
子
細
為 

御
屋
形
吉杉

見 

備宗

中 

守長
兩
所
以
御
奏
者
仰
之 

旨
候
間
、
則
信
元
へ

（

小

鳥
居

）

被
仰
付
候
上
者
、
於
向
後
無
別
儀
御
存
知
肝
要
由
候
、
就

（

興

滋

）

其
近
年
御
無
音
候
間
、
於
以 

後
者
、
當
時
似
相
御
音
信
、
尤
可
然
存
候
、
為
其
以
連
判
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

（
異
筆
）「
天
文
十
七
」 

 
 
 
 
 
 
 

（
異
筆
）「
坊
城
家
三
上
判
官
」 

 
 
 
 
 
 
 

三
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兼
照
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
異
筆
）「
同
瀧
口
筑
前
守
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貞
國
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

小
鳥
居
殿 

 
 

東
坊
城
長
淳
は
、
天
文
十
六
年
十
一
月
に
天
満
宮
詣
の
た
め
、
九
州
に
下
向
し
て
い
た
が
、
翌
年
三
月
二
十
三
日
に
逝
去
し
て
い
る 

２
０ 

前
掲
１
５ 

 

２
１ 

 

前
掲
１
７ 

２
２ 

 

前
掲
５ 

正
木
氏
は
、
文
永
五
年
（
一
四
四
八
）
六
月
頃
か
ら
大
鳥
居
信
顕
が
、
留
守
職
を
大
鳥
居
職
と
私
称
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

２
３ 

 

「
大
友
家
家
臣
連
署
願
書
」
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
三
月
「
大
友
家
文
書
録
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
） 

２
４ 

 

「
足
利
義
晴
御
内
書
」
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
十
二
月
二
十
九
日
「
大
友
家
文
書
録
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
） 

２
５ 

 

「
大
友
家
奉
行
人
連
署
書
状
」
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
七
月
二
十
六
日
「
大
鳥
居
文
書
」 

（
竹
内
理
三
・
川
添
昭
二
編
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
巻
十
五 

太
宰
府
天
満
宮 

一
九
九
三 

以
下
、
『
天
満
宮
史
料
』
十
五
と
略
） 

２
６ 

 

前
掲
１
９ 

２
７ 

 

前
掲
１
７ 

２
８ 

 

山
口
隼
正
「
太
宰
府
安
楽
寺
天
満
宮
領
研
究
の
一
視
点
―
筑
前
国
国
衙
職
・
代
官
請
負
制
を
中
心
に
―
」 

（
『
北
九
州
史
学
』
四
二 
一
九
六
八 

『
中
世
九
州
の
政
治
社
会
構
造
』 

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
三
再
録
） 

 
 

２
９ 

 

「
大
友
家
奉
行
人
連
署
書
状
」
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
一
月
十
九
日
「
大
鳥
居
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
四
） 

３
０ 

前
掲
１
７ 
 

３
１ 

 

拙
稿
「
大
友
義
鎮
に
お
け
る
社
寺
破
却
の
意
図
に
つ
い
て
」（『
神
道
宗
教
』
一
九
二 
二
〇
〇
三
） 

３
２ 

 

「
大
友
義
鎮
書
状
」
永
禄
二
年
十
二
月
二
十
五
日
「
大
鳥
居
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
五
） 

３
３ 

「
大
友
義
鎭
安
堵
状
」
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
十
月
三
日
「
大
鳥
居
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
五
） 

３
４ 
 

「
小
鳥
居
信
慶
外
二
名
連
署
書
状
案
」
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
九
月
十
八
日
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
五
） 
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３
５ 
「
小
鳥
居
誓
文
寫
」
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
三
月
七
日
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
五
） 

３
６ 

 
前
掲
３
１ 

３
７ 

 

「
毛
利
元
就
・
輝
元
連
署
書
状
」
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
七
月
十
六
日
「
山
田
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
五
） 

３
８ 

「
高
橋
鑑
種
書
状
」
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
三
月
二
十
三
日
「
小
鳥
居
文
書
」（『
天
満
宮
史
料
』
十
五
） 

 
 
 

「

高

（
押
紙
）

橋
三
河
守 

」 
 

天
満
宮
留
守
職
之
事
、
任
往
古
之
例
、
小
鳥
居
御
裁
判
肝
要
候
、
仍
為
後
證
一
通
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

永
禄
六
年
三
月
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史
料
に
お
け
る
傍
線
は
論
者
が
便
宜
上
付
し
た
も
の
で
あ
る
。 


